
議案第９号  

   山都町デマンド型乗合タクシー条例の制定について  

 山都町デマンド型乗合タクシー条例を別紙のとおり定める。  

  令和６年３月６日提出  

山都町長職務代理者       

山都町副町長  林  力也    

 

 

（提案理由）  

 デマンド型乗合タクシーの運行を開始するにあたり、山都町デマン

ド型乗合タクシー条例を制定する必要があります。  

 これが、この議案を提出する理由です。  



 

 山都町デマンド型乗合タクシー条例をここに公布する。 

  令和  年  月  日 

山都町長職務代理者 山都町副町長 

 

山都町条例第  号 

   山都町デマンド型乗合タクシー条例 

（目的） 

第１条 この条例は、町がデマンド型乗合タクシー（以下「デマンドタクシ

ー」という。）を運行することにより、地域住民の日常生活のための交通手

段を確保し、もって町民の福祉の向上に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「デマンドタクシー」とは、利用しようとする者

（以下「利用者」という。）から予約を受けて、乗車場所から目的地まで送

迎する乗合タクシーをいう。 

 （運行） 

第３条 町は、地域住民の日常生活のための交通手段を確保し、もって町民の

福祉の向上に寄与することを目的として、デマンドタクシーを運行する。 

２ 町は、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第４条の規定による一般

乗合旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者（同法第２１条第２号に規定

する国土交通大臣の許可を受けた事業者を含む。以下「運行事業者」とい

う。）に、デマンドタクシーの運行に関する業務の全部又は一部を委託する

ことができる。 

 （運行区域及び路線） 

第４条 デマンドタクシーの運行区域は、山都町の全域及び阿蘇郡高森町大字

高森の一部とする。 

２ デマンドタクシーの運行区域における路線は、別表に掲げるとおりとす

る。 

（運休） 



 

第５条 デマンドタクシーは、次に掲げる日には、運行しない。ただし、町長

が第１条の目的を達成するために特に必要と認めるときは、この限りではな

い。 

 （１） 土曜日 

 （２） 日曜日 

 （３） 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する

休日 

 （４） １２月２９日から翌年の１月３日までの日 

２ 町長は、災害その他やむを得ない事由によりデマンドタクシーを運行する

ことが適当でないと認めるときは、運行区域を制限し、又は休止することが

できる。 

 （禁止行為等） 

第６条 利用者は、他の利用者に危害を及ぼす恐れがある物品若しくは他の利

用者の迷惑となるおそれがある物品で旅客自動車運送事業運輸規則（昭和３

１年運輸省令第４４号。以下「省令」という。）第５２条に規定するものを

車内に持ち込み、又は走行中の車内でみだりに運転者に話しかけ、その他省

令第５３条に規定する行為をしてはならない。 

２ 利用者は、デマンドタクシーの運転者（以下「運転者」という。）が輸送

の安全確保又は車内秩序の維持のために行う業務上の指示に従わなければな

らない。 

 （乗車の制限等） 

第７条 運転者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

その者を降車させることができる。 

（１） 前条第１項の規定に違反したとき。 

（２） 前条第２項に規定する指示に従わないとき。 

（３） その他輸送の安全確保又は車内秩序の維持に支障を及ぼし、又はそ

のおそれがある行為をしたとき。 

２ 未就学児がデマンドタクシーに乗車する場合は、中学生以上の者が随伴し



 

なければならない。 

 （運賃） 

第８条 利用者は、デマンドタクシーに乗車する場合には、運賃を支払わなけ

ればならない。 

２ 前項の運賃の額は、１人１乗車につき、別表に掲げる路線ごとに定める額

とする。 

３ 小学生の運賃は、半額とする。 

４ 未就学児の運賃は、無料とする。 

５ 利用者は、山都町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱（令和元年

山都町告示第３６号）第４条の規定により交付されたタクシー利用券を、運

賃を支払う際に使用することができる。 

 （運賃の減額） 

第９条 町長は、次の各号のいずれかに該当する利用者に対して、その者が利

用する際の５割に相当する運賃を減額することができる。 

（１） 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の

規定により身体障害者手帳の交付を受けている者 

（２） 療育手帳制度について（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６

号）により定められた療育手帳制度要綱に規定する療育手帳の交付を受け

ている者 

（３） 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２

３号）第４５条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け

ている者 

（４） 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成１７年法律第１２３号）第５４条第３項の規定により自立支援医療受給

者証の交付を受けている者 

 （手回品） 

第１０条 利用者は、第６条第１項の規定により車内に持ち込みを禁止された

物品を除き、車内及びトランクに積載可能な荷物等を持ち込むことができ



 

る。ただし、運転者の指示に従わなければならない。 

 （損害賠償） 

第１１条 利用者は、故意又は過失によりデマンドタクシー車両又はその付帯

設備を破損したときは、これを原状に回復し、又は運行事業者が定める損害

額を賠償しなければならない。 

 （委任） 

第１２条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項

は、規則で定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （山都町コミュニティバス条例の廃止） 

２ 山都町コミュニティバス条例（平成１９年山都町条例第１９号）は、廃止

する。 

  



 

別表（第４条、第８条関係） 

運行区域 路線 運賃 

山都町の全域及び阿蘇

郡高森町大字高森の一

部 

矢部区域⇔矢部区域 ５００円 

清和区域⇔矢部区域 １，０００円 

清和区域⇔清和区域 ５００円 

清和区域⇔蘇陽区域 １，０００円 

蘇陽区域（阿蘇郡高森町大字

高森の一部を含む）⇔蘇陽区

域（阿蘇郡高森町大字高森の

一部を含む） 

５００円 

 



令和6年
4月から

乗合タクシーの
実証運行を開始します!!

の り  あ い

山都町ではふれあいバスを運行していますが、
利用者が年々減少してきています。

「ふれあいバスは不便だ」という声が多いため、
町では地域公共交通の再編に取り組みます。

【問い合わせ先】　山都町役場　企画政策課　☎０９６７－７２－１２１４

令和6年4月から、
予約型の乗合タクシーの
実証運行を開始します。
※詳細は裏面をご覧ください。

まちの声
ふれあいバスには
誰も乗ってないのに
もったいない…

免許返納したら
病院や買い物に
いけなくなる…

バス停に行くまでが
遠い…

ふれあいバスは
不便で使いにくい…

令和6年3月31日ふれあいバス廃止
※ふれあいバスはスクール専用となります。

050-3097-2378
※予約受付専用ダイヤル、予約受付専用URLともに令和6年3月25日9時開設

【予約受付専用ダイヤル】
https://weborder2.dennokotsu.jp/form/yamato【予約受付専用URL】



の り  あ い

乗合タクシーとは

1人１回 500円（区域を超える場合は500円加算）
【例】　御所→浜町　500円　　郷野原→浜町　1,000円

【住民説明会（申込不要）】
① 3 月18日( 月曜日） 10 時から 矢部保健福祉センター千寿苑
② 3 月18日( 月曜日） 14 時から 清和山村基幹集落センター
③ 3 月19日（火曜日） 14 時から 蘇陽支所営農ホール

料金

時刻表

矢部地域

蘇陽地域

清和地域

山都町を旧町村ごとに３つの区域に分け、
旧町村の区域内であれば、どこでも
乗り降りができるサービスです。
※自宅から目的地まで（ドアtoドア）のサービスです
※「乗合」とは、目的地が近い人たちが乗り合わせる仕組みのことです

詳しい内容をお伝えするため、住民説明会を開催します。

※高森町の一部を蘇陽地域の区域に含めます。
※清和地域からは、矢部地域の浜町エリア、蘇陽地域の馬見原エリアにも行くことができます。

※会場までタクシーで送迎します。希望者は役場企画政策課（72-1214）までご連絡ください。希望者が
　多数の場合は、告知をせずタクシーの予約を締め切る場合があります。予め御了承ください。

浜町エリア
馬見原エリア

高森エリア

行き1便 9:00 - 9:55 10:00頃

14:30頃13:30 -14:25

各集落発 地区中心着

行き2便

行き
帰り1便 12:30 12:35 -13:30頃

16:05 -17:00頃16:00

地区中心発 各集落着

帰り2便

帰り


